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平成２８年第４回 飯塚市議会会議録第１号 

 

 平成２８年９月１３日（火曜日） 午前１０時００分開議 

 

○議事日程 

 

日程第１日   ９月１３日（火曜日） 

 

第１ 開   会 

第２ 会期の決定 

第３ 行政報告 

第４ 各常任委員会中間報告 

１ 総務委員会中間報告（質疑） 

（１）入札制度について 

２ 厚生委員会中間報告（質疑） 

 （１）保育行政について 

（２）地域支援事業について 

３ 市民文教委員会中間報告（質疑） 

（１）学力向上施策について 

（２）まちづくりの推進について 

４ 経済建設委員会中間報告（質疑） 

（１）経済施設等対策について 

 （２）産学連携について 

第５ 議会運営委員長報告（質疑、討論、採決） 

  １ 請願第７号 「飯塚市政治倫理条例の一部を改正する条例」に関する請願 

第６ 議案の提案理由説明 

１ 議案第 ９８号 平成２８年度飯塚市一般会計補正予算(第４号) 

２ 議案第 ９９号 平成２８年度飯塚市介護保険特別会計補正予算(第１号) 

３ 議案第１００号 飯塚市職員倫理条例 

４ 議案第１０１号 飯塚市事務分掌条例の一部を改正する条例 

５ 議案第１０２号 飯塚市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例の一部を改正する条 

          例 

６ 議案第１０３号 飯塚市重度障がい者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例 

７ 議案第１０４号 飯塚市印鑑条例の一部を改正する条例 

８ 議案第１０５号 契約の締結((仮称)飯塚市立鎮西小中学校建設(１工区)工事) 

９ 議案第１０６号 契約の締結((仮称)飯塚市立鎮西小中学校建設(２工区)工事) 

10 議案第１０７号 契約の締結((仮称)飯塚市立鎮西小中学校建設(３工区)工事) 

11 議案第１０８号 契約の締結((仮称)飯塚市立鎮西小中学校建設(４工区)工事) 

12 議案第１０９号 契約の締結((仮称)飯塚市立鎮西小中学校建設(５工区)工事) 

13 議案第１１０号 契約の締結((仮称)飯塚市立鎮西小中学校建設(校舎棟・電気設備)工 

事) 

14 議案第１１１号 契約の締結((仮称)飯塚市立鎮西小中学校建設(体育館棟・電気設備) 

工事) 
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15 議案第１１２号 契約の締結((仮称)飯塚市立鎮西小中学校建設(体育館棟・給排水衛生 

設備)工事) 

16 議案第１１３号 訴えの提起(市有土地の明渡し) 

17 議案第１１４号 損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解(交通事故) 

18 議案第１１５号 指定管理者の指定(飯塚市穂波福祉総合センター) 

19 議案第１１６号 指定管理者の指定(飯塚市斎場) 

20 議案第１１７号 指定管理者の指定（飯塚市文化会館） 

21 議案第１１８号 市道路線の認定 

22 議案第１１９号 専決処分の承認(平成２８年度飯塚市一般会計補正予算(第３号)) 

23 認定第  １号 平成２７年度飯塚市一般会計歳入歳出決算の認定 

24 認定第  ２号 平成２７年度飯塚市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定 

25 認定第  ３号 平成２７年度飯塚市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定 

26 認定第  ４号 平成２７年度飯塚市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定 

27 認定第  ５号 平成２７年度飯塚市住宅新築資金等貸付特別会計歳入歳出決算の認定 

28 認定第  ６号 平成２７年度飯塚市小型自動車競走事業特別会計歳入歳出決算の認定 

29 認定第  ７号 平成２７年度飯塚市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定 

30 認定第  ８号 平成２７年度飯塚市地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算の認定 

31 認定第  ９号 平成２７年度飯塚市駐車場事業特別会計歳入歳出決算の認定 

32 認定第 １０号 平成２７年度飯塚市工業用地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定 

33 認定第 １１号 平成２７年度飯塚市汚水処理事業特別会計歳入歳出決算の認定 

34 認定第 １２号 平成２７年度飯塚市学校給食事業特別会計歳入歳出決算の認定 

35 認定第 １３号 平成２７年度飯塚市水道事業会計決算の認定 

36 認定第 １４号 平成２７年度飯塚市産炭地域小水系用水道事業会計決算の認定 

37 認定第 １５号 平成２７年度飯塚市下水道事業会計決算の認定 

38 認定第 １６号 平成２７年度飯塚市立病院事業会計決算の認定 

第７ 議員提出議案の提案理由説明、質疑、討論、採決 

１ 議員提出議案第１２号 サニーベール市との姉妹都市提携に関する決議 

 

○会議に付した事件 

 

 議事日程のとおり 

 

○議長（鯉川信二） 

 これより、平成２８年第４回飯塚市議会定例会を開会いたします。 

会期決定の件を議題といたします。 

お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から９月３０日までの１８日間といたしたいと思

います。これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は、本日から９月３０日までの１８日間とす

ることに決定いたしました。 

行政報告に入ります。市長。 

○市長（齊藤守史） 

 本日、平成２８年第４回市議会定例会を招集するに当たり、６月以降、本日までの事務事業の

大要を報告し、審議の参考に供したいと存じます。 

まず、企画調整部について報告いたします。 
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「第２次飯塚市総合計画」の策定につきましては、総合計画審議会を６月から９月にかけ、

４回開催し、市民や多様な分野における有識者各位のご意見、ご提案をいただいております。 

また、現在あわせて策定をしております「立地適正化計画」とともに、１２地区住民懇談会や

市民意見募集などを実施しております。今後も、審議会の開催など平成２８年度の策定に向けて

事務を進めてまいります。 

サニーベール市との友好交流関係協定につきましては、今年の１２月をもって３年間の協定期

限を迎えるにあたり、これまで実施してきました、次代を担う子どもたちによる学校間交流事業

だけでなく、民間による経済、文化を初めとするさまざまな交流への発展も大いに期待されます

ことから、ぜひとも、議会の皆様のご了解をいただき、姉妹都市提携を進めたいと考えておりま

す。 

人権同和教育啓発につきましては、毎年７月の同和問題啓発強調月間の取り組みとして、本市

では、市民の人権意識の向上を図ることを目的に、中心市街地やイオン穂波ショッピングセン

ターなど市内９カ所で、街頭啓発を行いました。また、この期間中に、１２カ所の公民館で講演

会を実施をいたしまして、９５６人の参加者がありました。 

次に総務部について報告いたします。 

第５７期王位戦７番勝負第４局が、合併１０周年を記念いたしまして、麻生大浦荘で８月

２２日、２３日に開催されました。対局に先立ち、本市主催で前夜祭を開催し、関係者、多くの

将棋ファンが対局者羽生善治王位、木村一基八段との歓談を楽しまれました。また、対局にあわ

せて開催されました大盤解説会には、全国から２６０人を超すファンが駆けつけ、大盛況であり

ました。 

防災対策につきましては、６月１６日に「飯塚市防災会議」を開催し、地域防災計画の修正と

今年度の水防計画について承認を得ました。また、８月２８日に予定しておりました飯塚市総合

防災訓練は、悪天候のため中止としております。 

消防につきましては、９月１１日、福津市の県消防学校において、「福岡県消防操法大会」が

実施され、飯塚市消防団が「小型ポンプの部」に出場し、３カ月に及ぶ訓練の成果を遺憾なく発

揮いたしました。 

交通安全につきましては、７月６日にコスモスコモンにおいて、県との共催で「こどもの交通

安全大会」を実施し、片島小学校が学童交通安全運動実践優秀校として優秀賞を受賞いたしまし

た。 

非核、平和につきましては、８月９日から１５日まで、コミュニティセンターにおいて、「福

岡県戦時資料展」を県との共催で実施いたしました。 

次に経済部について報告いたします。 

７月１日から１５日までの間、夏の市民祭として親しまれている「飯塚山笠」が開催されまし

た。フィナーレを飾る１５日の「追い山」では、５つの山笠が優勝を競い、多くの人出でにぎわ

いました。 

８月３日には、「飯塚納涼花火大会」が開催され、約６千発の花火が打ち上げられる中、市内

外から多くの方々が訪れにぎわいました。 

次に市民環境部について報告いたします。 

地球温暖化対策の一環として、「打ち水大作戦２０１６ｉｎいいづか」を開催し、７月３日に

「わっしょい祭り」、また８月５日に市役所本庁舎前で、延べ約１６０人の参加者と打ち水を行

いました。この取り組みは、多くの自治体に広がりをみせております。 

また、昨年度に引き続きクールシェアの取り組みとして、「街なかオアシス」を７月２９日か

ら８月１９日の間に３回開催し、延べ４８３人の参加があり、商店街の２６の協力店から参加者

に特典の提供を行っていただき、商店街の活性化にも一定の効果があったものと考えております。 

夏季の省エネ、節電対策につきましては、今年度も７月から９月までの間、水曜日のノー残業
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デーに加え、金曜日の省エネ、ノー残業デーや執務室内の点灯、消灯の徹底など取り組みを実施

しておるところでございます。 

次に福祉部について報告いたします。 

７月２６日から３日間、心身障がい児の福祉の増進とボランティアの育成を目的とする「ふれ

あいスクーリング」を「サン・アビリティーズいいづか」において実施をしまして、小学生から

高校生までの参加者１５人とボランティアスタッフ９１人が交流を深めました。 

また、心身障がい児、障がい者とその家族の社会参加の促進などを目的とする「療育キャンプ

事業」を、長崎市において、８月２１日から１泊２日で、参加者４５人、ボランティアスタッフ

１３人の参加により実施しました。 

「高齢者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金事業」につきましては、７月２９日に受け付

けを終了し、支給の決定を行いました。支給決定者は１万６０５１人で９７．６３％の支給率と

なりました。 

次に都市建設部について報告いたします。 

「飯塚市防災(浸水)対策基本計画」に基づき、浸水被害の軽減を図るため、「徳前南排水ポン

プ場基本設計業務委託」外２件の委託と「金池用排水路改修工事」外１件の工事を発注をしてい

ます。 

橋りょう長寿命化修繕事業につきましても、「秋松橋修繕工事」を発注し、計画的に実施して

います。 

空家等対策事業につきましては、西町の特定空家の行政代執行による除却を実施しました。ま

た、現在、業者に委託して、市内全域の空家等の実態調査を行っており、空家等対策の事業推進

に向けて取り組んでいます。 

次に教育委員会について報告いたします。 

６月１６日から７日間の日程で、サニーベール市から１８人が来飯され、中高生１４人が市内

の家庭にホームステイしました。市主催の歓迎レセプションでは、本市中学生を初め、ホストフ

ァミリーとも交流を深めることができました。滞在中は、二瀬、庄内、頴田中学校と嘉穂高校で

の授業参加や部活動体験のほか、嘉穂劇場などを見学され、６月２２日に帰国されました。 

「飯塚市少年の船」は、団員、指導者ほか８８人が、７月２７日から４泊５日の日程で沖縄県

を訪問しました。うるま市では、地元の子どもたちとの交歓会をし、平和祈念資料館では、戦争

の悲惨さと平和の尊さを学び、帰路のフェリーでは、船上追悼式を行うなど、次代を担うリー

ダーの育成に務めました。 

「中学生海外研修事業」は、研修生２０人、随行員４人で、８月１９日から９日間の日程で、

サンフランシスコ市とサニーベール市を訪問しました。サニーベール市では、ホームステイや学

校訪問を通じ、交流を深め、友好の絆をさらに深めることができました。研修生は、外国の生活、

習慣、文化、考え方の違いなどを実際に体験するなど、所期の目的を果たし帰国しております。 

８月３０日に、本会議場において、１０校の中学校生徒会が連携、協働して「飯塚中学生議会

２０１６」を開催しました。生徒たちは、「人口減少を食い止め、飯塚市を盛り上げるための方

策」などを考え、重要な政策決定の議論の場である実際の議会において、中学生の視点から市へ

の質疑、要望、提案を行い、飯塚中学生決議が採択されました。 

９月から小学校全校でオンライン英会話の授業を開始しました。外国語活動に位置づけ、６年

生の児童に月２回程度、一単位時間の４５分間中に、２５分間のネイティブ講師によるマンツー

マン英会話レッスンを行います。英語で積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を養い､

グローバル化やＩＣＴ化の進展に負けない人材を育てるとともに、英語教育の教科化に対応でき

る体制整備と教員育成を同時に図っていきます。 

終わりに上下水道事業について報告いたします。 

上水道事業につきましては、老朽管対策として「横田中央配水管布設替工事」外６件、諸施設
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改良として「鯰田浄水場１号送水ポンプ改良工事」外５件、配水施設新設として「立岩配水池残

留塩素計新設工事」外１件の工事を発注し、順次着工しております。 

下水道事業につきましては、面整備事業として「柏の森地区汚水管渠布設(２工区)工事」外

４件と「終末処理場機械設備改築(その２)工事」を発注し、順次着工しております。 

以上が６月市議会定例会以降、本日までの事務事業の大要であります。 

本定例会に提案申し上げます案件は、補正予算議案２件、条例議案５件、人事議案５件、専決

処分の承認議案１件、その他の議案１４件、認定１６件、報告４件であります。 

それぞれの議案は上程されました都度、担当者に説明させますので、よろしくご審議の上、ご

議決いただきますようお願い申し上げまして、行政報告を終わります。 

○議長（鯉川信二） 

 「各常任委員会の中間報告」を議題といたします。最初に、総務委員長の報告を求めます。

２２番 城丸秀髙議員。 

○２２番（城丸秀髙） 

総務委員会に付託を受けています調査事件について、中間報告をいたします。 

「入札制度について」は、執行部から「平成２８年度工事契約落札率別内訳表」等、資料の提

出並びに補足説明を受け、審査いたしました。 

その質疑応答の主なものとして、市は１者入札、落札率１００％という入札状況をどう捉えて

いるのかということについては、限られた業者数の中で、これまでの２年間は多くの発注を行っ

ており、入札参加業者の確保が厳しい現状であるが、くじ引きにより最低制限価格で落札者を決

定している分野もあることを考えると、１者入札は望ましいことではないという認識は持ってい

るという答弁であります。 

次に、品質の確保という点からも、１者入札、落札率１００％は悪影響があるのではないかと

懸念する。市はこのような好ましくない状況を防止するために何か手だてをとっているのかとい

うことについては、以前発注を行った穂波及び幸袋の小中一貫校の工事竣工に伴う工事成績評定

値から判断すると、品質の確保はできていると考えている。発注については、業者選考委員会で

さまざまな検討をしているが、現状では新たな取り組みは実施できていないという答弁でありま

す。 

この答弁を受けて、このような異常な事態を打開するために、現状をくわしく研究する必要が

あるという意見が出されました。 

次に、鎮西小中一貫校の建設工事は大型事業であるが、発注入札の原理原則がどのように貫か

れているのかということについては、この事業については、全て市内業者で履行可能ということ

で、分離分割発注とし、建築工事を５工区、電気、給排水についても分割できるものは分割して

発注しているという答弁であります。 

次に、市はホームページで参考数量書を掲示しているが、工事総括表や内訳書の根拠を明らか

にし、市の設計との類似性をチェックするため、入札の際に内訳階層書及び明細書についても提

出を求めてはどうかということについては、類似性のチェックは必要であると考えており、今後、

業者選考委員会の中で検討したいという答弁であります。 

次に、公契約条例について、他自治体で議案が否決された例は調査しているのか。また、その

理由を把握しているのかということについては、他自治体では４市で議案が否決されている。そ

の全ての理由は把握していないが、札幌市では、事業主からの反感が強く、「最低賃金を決定し、

人件費を確保することによって、新たな設備投資ができない」、あるいは「新たな雇用の創生に

結び付けることができない」などの事業主からの声に多くの議員が賛同し、否決されたものと把

握しているという答弁であります。 

この答弁を受けて、市が条例を制定する場合、市民の共感を得ることが前提となるため、その

ことについても、ぜひ研究のテーマとしてほしいという意見が出されました。 
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次に、公契約制度が必要であることは、これまでの答弁ではっきりしていると考えるが、本格

的な調査研究のため、検討プロジェクトチームをつくってはどうかということについては、昨年

９月の一般質問で、定住促進の観点からも公契約条例を制定してはどうかとの意見もいただいて

おり、時間を要しているが、引き続き検討したいという答弁であります。 

以上をもちまして、報告を終わります。 

○議長（鯉川信二） 

総務委員長の報告に対して、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑を終結いたします。 

次に、厚生委員長の報告を求めます。１６番 吉田健一議員。 

○１６番（吉田健一） 

厚生委員会に付託を受けています調査事件２件について、中間報告をいたします。 

「保育行政について」は、執行部から「市内居住児童の特定教育・保育施設（保育所・こども

園）支給認定状況について」等、資料の提出並びに補足説明を受け、審査いたしました。 

その質疑応答の主なものとして、本年４月から行われている私立保育協会の代表者との協議で

は、どのような意見が出されているのかということについては、給与の面だけでなく、職場環境

などを含めた保育士の処遇改善を優先的に進めていくこと。障がいのある子どもに対応するため

の研修を実施する等、保育士の質を向上すること。県内の他地域で行われている保育士養成のた

めの職業訓練生を本市でも募集し、保育士養成の場を設けること。待機児童解消のため保育士確

保につながる補助事業を実施すること。平成２９年度の当初入所申請の受付方法を見直すこと。

保育士を目指す学生などに対して、保育園での見学会を実施することなどの意見が出されている

という答弁であります。 

この答弁を受けて、これらの意見を踏まえ、市としてはどのような取り組みを行っていくのか

ということについては、職業訓練生については、近畿大学九州短期大学に対し、保育科定員数の

枠外での受け入れについてお願いをしており、大学側も本部との協議を行うとのことである。私

立保育園への保育士確保に向けた補助事業については、対応策を精査し、本年度の補正予算及び

来年度の当初予算への計上を検討している。 

当初入所申請の受付方法については、平成２９年度からは、例年より、ひと月早い、１２月よ

り受け付けを開始するように見直すことにより、児童数が早く確定するため、必要な保育士数の

確保につながるものと考えている。保育園の見学会の実施については、県内の保育士養成施設や

大学など、１６校を訪問し、見学会への案内を行っているという答弁であります。 

次に、待機児童解消のために新たに保育施設を整備する考えはないのかということについては、

現在、３カ所の幼稚園が認定こども園を開設する予定であり、これらを含めた私立保育園及び公

立保育所の受入可能面積から判断すると、保育士が確保できれば待機児童は解消されるため、認

定こども園以外の施設整備は実施しないという答弁であります。 

次に、「地域支援事業について」は、執行部から「介護予防・日常生活支援総合事業のサービ

スについて」、資料の提出並びに補足説明を受け、審査いたしました。 

以上をもちまして、報告を終わります。 

○議長（鯉川信二） 

厚生委員長の報告に対して、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑を終結いたします。 

次に、市民文教委員長の報告を求めます。１１番 守光博正議員。 

○１１番（守光博正） 

市民文教委員会に付託を受けています調査事件２件について、中間報告をいたします。 
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「学力向上施策について」は、執行部から「オンライン英会話の実施について」、資料の提出

並びに補足説明を受け、審査いたしました。 

本調査事件全般に対する質疑応答の主なものとして、飯塚小学校の通級指導教室に通級してい

る児童は、平成２７年度で１２名、平成２８年度で２３名とのことだが、１学級当たりの児童数

の基準は定められているのかということについては、国、県において基準は示されていないが、

文部科学省が実施した平成２６年度の通級による指導実施状況調査結果によると、教員１人当た

りの担当児童生徒数は平均１３名程度であるという答弁であります。 

この答弁を受けて、担当する児童生徒数が１３人を超えると十分に指導や相談等の時間が取れ

ない状況となるため、市独自で予算を確保して、通級担当教員の定数増加や学級の増設をしてほ

しいという意見が出されました。 

次に、通級指導教室が設置されている市内３校で連絡協議会を設けているが、指導教員間の実

践交流は行われているのか。また、後継者の育成は図られているのかということについては、

２学期から協議会を複数回開催する中で、指導教員間でノウハウや教材等の情報交換を行う予定

としており、また、後継者の育成については、ＯＪＴによりベテラン教員の知識・手法の継承を

進めるとともに、国・県が主催する研修会への参加を図っていきたいという答弁であります。 

次に、「まちづくりの推進について」は、執行部から「１２地区住民説明会の実施報告」につ

いて、資料の提出並びに補足説明を受け、審査いたしました。 

以上をもちまして、報告を終わります。 

○議長（鯉川信二） 

市民文教委員長の報告に対して、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑を終結いたします。 

次に、経済建設委員長の報告を求めます。１０番 永末雄大議員。 

○１０番（永末雄大） 

 経済建設委員会に付託を受けています調査事件２件について、中間報告をいたします。 

「経済施設等対策について」は、執行部から、「筑豊ハイツ及び地方卸売市場の施設整備に関

する、現在の調査状況と今後のスケジュールについて」、資料の提出並びに補足説明を受け、審

査いたしました。 

その質疑応答の主なものとして、筑豊ハイツの民間事業者による運営の可能性を、複数の事業

者にヒアリング調査を行っているとのことだが、市が考える施設整備案は提案しているのかとい

うことについては、現在、合宿や修学旅行において利用されている宿泊施設及び車いすテニス大

会において選手が利用している会議室やホール等の施設は最低限必要であると考えているが、民

間事業者が運営を行った場合に、集客が図れるような施設整備案を提案してほしいとの相談をし

ているという答弁であります。 

次に、どのような事業者にヒアリング調査を行っているのかということについては、宿泊施設

を運営する事業者や、宿泊施設を運営する事業者と関係のある事業者に対して行っているという

答弁であります。 

この答弁を受けて、市が考える形で筑豊ハイツを残していこうとするのであれば、限られた事

業者のみに対してではなく、相談する事業者の範囲を広げて、さまざまな意見を聞くことが必要

ではないかとの意見が出されました。 

次に、「産学連携について」は、執行部から、「合同会社説明会等の産学連携事業について」、

資料の提出並びに補足説明を受け、審査いたしました。 

以上をもちまして、報告を終わります。 

○議長（鯉川信二） 

経済建設委員長の報告に対して、質疑を許します。質疑はありませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑を終結いたします。 

議会運営委員会に付託していました、「請願第７号」を議題といたします。 

議会運営委員長の報告を求めます。１２番 田中裕二議員。 

○１２番（田中裕二） 

議会運営委員会に付託を受けました「請願第７号「飯塚市政治倫理条例の一部を改正する条

例」に関する請願」について、審査した結果を報告いたします。 

本件については、紹介議員から補足説明を受け、審査いたしました。 

その質疑応答の主なものとして、市は特別職三役に資産報告の提出義務を課す考えはないのか

ということについては、条例制定に向けて、どのような形で規定をしていくか十分検証する必要

があるため、検討組織の設置など含め、検討を重ねているという答弁であります。 

以上のような審査ののち、委員の中から、本請願は市民の思いを代表したものであり、この採

択が市民の信頼回復の小さな一歩になるものと考え賛成するという意見が出され、採決を行った

結果、本件については、賛成少数で不採択とすべきものと決定いたしました。 

以上をもちまして、審査結果の報告を終わります。 

○議長（鯉川信二） 

議会運営委員長の報告に対して、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑を終結いたします。 

討論を許します。討論はありませんか。７番 川上直喜議員。 

○７番（川上直喜） 

日本共産党の川上直喜です。ただいまの議会運営委員長報告にありました、「請願第７号 

「飯塚市政治倫理条例の一部を改正する条例」に関する請願」について、採択すべきとの立場か

ら賛成討論を行います。 

請願第７号の付託を受けた議会運営委員会で、私は市民の信用を失った重さをかみしめること、

そこから信頼を回復するために議会は何をなすべきかという立場で臨み、委員の賛同を訴えまし

たが、採決の結果、賛成少数で不採択となりました。しかし、本当にこんなことでよいのか。 

９月３日付、毎日新聞は香春町政治倫理審査会が町に提出した審査意見書の中で、飯塚市で市

の特別職や市議会議員の資産公開制度が廃止されたことや、嘉麻市で資産報告書の提出を２年連

続拒否した議員が出たことに触れ、政治倫理と議員活動の透明性を大きく後退させる動きに対し

て、強い懸念を抱いている。また、昨年１２月の政倫条例改正で資産公開制度が廃止された飯塚

市はその後、市長については新条例を設けて資産公開制度を復活、他の特別職、副市長、教育長、

上下水道事業管理者についても条例化を検討しているが、議会側の反発が予想され、模索が続い

ている。このように報道いたしました。飯塚市議会は、重く受けとめるべきであります。 

請願第７号の要旨、どういうものか改めて見る必要があります。平成２７年１２月１８日に開

催されました飯塚市議会１２月定例会の最終本会議において上程された、「議員提出議案第

１６号 飯塚市政治倫理条例の一部を改正する条例」が可決されたことにより、その根幹をなす

資産公開制度は廃止され、今年４月１日から特別職三役と議員の資産は公開されなくなりました。

この事実は、十分な説明を受けていない市民にとって、到底納得できるものではありません。よ

って、１．飯塚市議会は、特別職三役の副市長、上下水道事業管理者、教育長に対して、旧条例

のとおり資産報告書の提出義務等を課すよう、市長に提言すること。２．飯塚市議会は、旧条例

のとおり議員みずからに資産報告書の提出義務等を課し、市民の信頼に値する倫理性を自覚し、

市民に対してみずから進んでその高潔性を明らかにすること。３．万が一、飯塚市議会が市民の

切望する資産公開制度の復活を拒絶し、この請願を前回同様に不採択とした場合には、条例改正

についての「住民説明会」を下記のとおり開催すること。飯塚市議会が主催して開催すること。
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本請願の不採択から３カ月以内に開催すること。市民への説明責任を果たすべき市議会の責務と

して「住民説明会」開催の日時及び場所については、市議会において決定し、広く市民に広告さ

れますようお願いいたします。 

この内容を我々が、議員がどう受けとめるかということが問われています。特に、請願の第

１項目の内容については、執行部は３月定例会において私の代表質問に対して、いろいろ意見を

踏まえて今後考えていく必要があると答弁し、また市長は、６月定例会にも資産報告制度に関す

る条例を提出するとの意向を示したことがあります。今回審査の中でただしたところ、議運委員

長の報告にありましたように、条例制定に向けてどのような形で規定をしていくか十分検証する

必要があるため、検討組織の設置を含め、検討を重ねているとの趣旨の答弁がありました。この

歩みののろさに、毎日新聞は議会側の反発が予想され、模索が続いていると議会の動向を厳しく

指摘しているのであります。 

請願３項目は、現在、圧倒的多数の市民の思いであり、また、執行部が少なくとも特別職につ

いては復活を提言していただいて、何の支障もないという答弁をしました。こういう空白が飯塚

市議会、市議会議員の行為によって市の執行部の側に生じてしまっているわけです。執行部が元

に戻そうとするのを議会が否定することは許されません。こういう重大な問題について、議会が

事前にも事後にも住民にまともに説明もしない。これでは失われた信頼を回復することは到底で

きません。日本共産党市議団は、資産報告制度を廃止するなどした昨年１２月定例会における条

例改正を厳しく批判し、反対しました。この改正が多数で強引に可決された後は、より強力な政

治倫理条例を市民の皆さんと共同してつくり上げる立場を表明しています。今回請願は、より強

力な政治倫理条例をつくる共同を進める大切なプロセスとして一致点があります。今日、国政、

地方政治の舞台を問わず、政治と金をめぐる不透明な問題が各地で浮上する中、飯塚市発注公共

工事などに関する深刻な事態を知った市民の間で、「飯塚市は大丈夫なのか」の声が高まってい

るところであります。私は、きょうのこの請願第７号の採択が、市民の信頼回復までは、まだ小

さいが、大切な一歩になるものだと確信し、議員各位の賛同を訴えるものであります。 

以上で私の討論を終わります。 

○議長（鯉川信二） 

ほかに討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

討論を終結いたします。 

採決いたします。「請願第７号 「飯塚市政治倫理条例の一部を改正する条例」に関する請

願」の委員長報告は、不採択であります。請願第７号を採択することに賛成の議員はご起立願い

ます。 

（ 起 立 ） 

賛成少数。よって本件は、不採択とすることに決定いたしました。 

「議案第９８号 平成２８年度飯塚市一般会計補正予算(第４号)」から「議案第１１９号 専

決処分の承認(平成２８年度飯塚市一般会計補正予算(第３号))」までの２２件、及び「認定第

１号 平成２７年度飯塚市一般会計歳入歳出決算の認定」から「認定第１６号 平成２７年度飯

塚市立病院事業会計決算の認定」までの１６件、以上３８件を一括議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。副市長。 

○副市長（田中秀哲） 

ただいま上程されました議案のうち、まず予算関連議案から、別冊の「補正予算書」により提

案理由の説明をいたします。 

３ページをお願いいたします。「議案第９８号 平成２８年度飯塚市一般会計補正予算(第

４号)」につきましては、第１条で、後ほどご説明いたします７月１３日専決後の既定の予算に

８８７５万円を追加し、予算の総額を７２７億１７３８万４千円にしようとするものでございま
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す。 

今回の補正は、補助事業に伴う事務事業費の変更等を中心に、今後の所要額を補正するもので

ございます。 

第２条 (債務負担行為の補正)は、６ページの「第２表」に記載していますように、「窓口業

務委託料」以下４件につきまして、債務が後年度にまたがるため追加するものでございます。 

１５ページをお願いいたします。「議案第９９号 平成２８年度飯塚市介護保険特別会計補正

予算(第１号）」につきましては、第１条(債務負担行為)は、１７ページの「第１表」に記載し

ていますように、「地域包括支援センター運営委託料」につきまして、債務が後年度にまたがる

ため設定するものでございます。なお、内容の説明につきましては省略させていただきます。 

続きまして、議案番号が飛びますが、議案第１１９号の「専決処分の承認」につきましては、

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専決処分をしましたので、報告を行い、承認を求め

るものでございます。この専決処分につきましては、去る６月２０日及び７月１３日の大雨によ

る災害のため、災害復旧に要する経費を補正するものでございます。 

別冊で、「平成２８年７月１３日専決」と記載されている「補正予算書」によりご説明いたし

ます。 

１ページをお願いいたします。「専決第３２号 平成２８年度飯塚市一般会計補正予算(第

３号)」につきましては、第１条で、既定の予算に１億７８４５万３千円を追加し、予算の総額

を７２６億２８６３万４千円にしようとするものでございます。 

第２条 (繰越明許費の補正)は、３ページの「第２表」に記載していますように、「道路橋り

ょう各所災害復旧工事」以下２件につきまして債務が後年度にまたがるため追加するものでござ

います。 

第３条 (地方債の補正)は、同じく３ページの「第３表」に記載していますように、「道路橋

りょう災害復旧費」以下５件を追加するものでございます。内容の説明は、省略させていただき

ます。 

続きまして、予算関連以外の議案についてご説明いたします。「議案書」をお願いいたします。 

１ページをお願いいたします。「議案第１００号 飯塚市職員倫理条例」につきましては、職

員が公務員としての倫理を保持するとともに、その公正な職務の執行を損なわせるような行為の

防止を図ることにより、公務に対する市民の信頼を確保するための措置等を定めるものでござい

ます。 

６ページをお願いいたします。「議案第１０１号 飯塚市事務分掌条例の一部を改正する条

例」につきましては、行財政改革に基づく組織の再編に伴い、事務分掌を改めるものでございま

す。 

１０ページをお願いいたします。「議案第１０２号 飯塚市ひとり親家庭等医療費の支給に関

する条例の一部を改正する条例」につきましては、福岡県ひとり親家庭等医療費支給制度の改正

等に伴うもので、所得制限等に係る関係規定の整備をするものでございます。 

１３ページをお願いいたします。「議案第１０３号 飯塚市重度障がい者医療費の支給に関す

る条例の一部を改正する条例」につきましては、福岡県重度障害者医療費支給制度の改正に伴う

もので、１２歳の年度末までの者の扶養義務者等の所得制限を児童手当準拠とし、また、１８歳

の年度末までの者の精神病床への入院医療に要する費用を支給対象とするものでございます。 

１７ページをお願いいたします。「議案第１０４号 飯塚市印鑑条例の一部を改正する条例」

につきましては、１０月２４日からコンビニエンスストアの民間端末機を介して印鑑登録証明書

を交付することに伴い、関係規定を整備するものでございます。 

１９ページをお願いいたします。議案第１０５号から１００ページの第１１２号までの８件の

「契約の締結」につきましては、いずれも鎮西小中学校建設工事に関し、契約を締結するもので

ございます。受注者、契約金額はそれぞれ、１９ページ、第１０５号の(１工区)工事が「赤尾・
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みぞえ・友信特定建設工事共同企業体」、１４億６９８７万４６００円、３１ページ、第

１０６号の（２工区)工事が「協同・竹並・末次特定建設工事共同企業体」、９億５５７８万

８１２０円、４２ページ、第１０７号の(３工区)工事が「山下・三協増改築・本河特定建設工事

共同企業体」、７億１９４１万５千円、続きまして５３ページ、第１０８号の(４工区)工事が

「春田・神崎・曽根特定建設工事共同企業体」７億９４５万２千円、６４ページ、第１０９号の

(５工区)工事が「九特・ アイ･インテリア特定建設工事共同企業体」、６億１０２９万

６１２０円、７３ページ、第１１０号の(校舎棟・電気設備)工事が「飯塚・藤川特定建設工事共

同企業体」、２億６８９２万円、８６ページ、第１１１号の(体育館棟・電気設備)工事が「昌

栄・ハシザキ特定建設工事共同企業体」、２億１５４６万円、１００ページ、第１１２号の(体

育館棟・給排水衛生設備)工事が「平山・畠中特定建設工事共同企業体」、１億７５１７万６千

円でございます。 

１０７ページをお願いいたします。「議案第１１３号 訴えの提起」につきましては、市有土

地に無断で構造物を設置し、不法に占有している者が、構造物の撤去、土地の明け渡しに応じな

いため、福岡地方裁判所飯塚支部に明渡し請求訴訟を提起するものでございます。 

１１１ページをお願いいたします。「議案第１１４号 損害賠償の額を定めること及びこれに

伴う和解」につきましては、６月１０日に発生しました、塵芥車による軒先テント部分の損傷事

故に係る損害賠償について、相手方と協議が整いましたので、和解するものでございます。内容

としましては、相手方に対し、修繕料として１０９万８３６０円を、市が加入しています全国市

有物件災害共済会から支払うものでございます。 

１１３ページをお願いいたします。「議案第１１５号 指定管理者の指定」につきましては、

「飯塚市穂波福祉総合センター」の指定管理者として、「株式会社トキワビル商会」を平成

２９年度から５年間、指定するものでございます。 

１１８ページをお願いいたします。「議案第１１６号 指定管理者の指定」につきましては、

「飯塚市斎場」の指定管理者として、「有限会社きど葬祭」を平成２９年度から５年間、指定す

るものでございます。 

１２４ページをお願いいたします。「議案第１１７号 指定管理者の指定」につきましては、

「飯塚市文化会館」の指定管理者として、「公益財団法人 飯塚市教育文化振興事業団」を、平

成２９年度から５年間、指定するものでございます。 

１２９ページをお願いいたします。「議案第１１８号 市道路線の認定」につきましては、開

発帰属、寄附採納、路線の見直しに伴い、４路線を認定するものでございます。 

１３４ページをお願いいたします。「認定第１号 平成２７年度飯塚市一般会計歳入歳出決算

の認定」から１４５ページの「認定第１２号 平成２７年度飯塚市学校給食事業特別会計歳入歳

出決算の認定」まで、及び１４９ページの「認定第１６号 平成２７年度飯塚市立病院事業会計

決算の認定」につきましては、地方自治法、地方公営企業法の規定に基づき、平成２７年度の各

会計の決算の認定をお願いするものでございます。なお、内容の説明につきましては、省略させ

ていただきます。 

以上、簡単ですが、提案理由の説明を終わります。 

○議長（鯉川信二） 

 上下水道事業管理者。 

○上下水道事業管理者（梶原善充） 

 続きまして、上下水道事業関連議案の提案理由をご説明いたします。 

議案書の１４６ページをお願いいたします。「認定第１３号 平成２７年度飯塚市水道事業会

計決算の認定」、１４７ページの「認定第１４号 平成２７年度飯塚市産炭地域小水系用水道事

業会計決算の認定」及び、１４８ページの「認定第１５号 平成２７年度飯塚市下水道事業会計

決算の認定」の以上３件につきましては、いずれも「地方公営企業法」第３０条第４項の規定に
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基づき、決算の認定をお願いするものでございます。なお、決算書及び決算附属書のほかに、お

手元に決算資料を配布させていただいております。内容の説明は、省略させていただきます。 

以上、簡単ですが、提案理由説明を終わります。 

○議長（鯉川信二） 

 認定議案に対する監査委員の審査報告をお願いいたします。平山 悟監査委員。 

○監査委員（平山 悟） 

 平成２７年度一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算審査の結果を報告いたします。 

 地方自治法及び地方公営企業法の規定に基づき市長から審査に付されていました、平成２７年

度各会計の歳入歳出決算及び政令で定められた附属書類並びに基金の運用状況に関する調書等の

審査を行ないました。 

審査は、各会計の決算書及び附属書類の合規性及び計数の正確性並びに決算収支の状況などに

主眼を置き、関係帳簿との照合、点検、あるいは内容の検討などを主体に行いました。 

審査の結果、平成２７年度決算の内容はおおむね正確に表示し、決算状況もおおむね適正であ

ることが認められました。 

また、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基づき市長から審査に付されていま

した、平成２７年度健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載し

た書類等についての審査につきましては、合規性及び計数の正確性など、適正に作成されている

かどうかを主眼として実施しましたが、いずれも適正に作成されているものと認められました。  

詳細につきましては、お手元に配布されております「平成２７年度飯塚市歳入歳出決算及び基

金運用状況財政健全化並びに経営健全化審査意見書」に記載しておりますので、省略させていた

だきます。 

以上をもちまして、平成２７年度決算審査結果の報告を終わります。 

○議長（鯉川信二） 

 提案理由の説明が終わりましたが、上程議案３８件に対する質疑は、委員会付託に際して行い

たいと思いますので、ご了承願います。 

「議員提出議案第１２号」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。１２番 田中裕

二議員。 

○１２番（田中裕二） 

議員提出議案第１２号について提案理由の説明をいたします。本案は決議案でありますので、

案文を朗読して提案理由説明にかえさせていただきます。 

飯塚市とサニーベール市は、両都市間の理解と友情を深めることを目的に、２０１３年に友好

交流関係協定を締結し、次代を担うこどもたちによる学校間交流を中心に友好関係を築いている。 

こうした交流が実を結び、本年６月２２日に、サニーベール市議会において「日本国飯塚市と

アメリカ合衆国サニーベール市の姉妹都市提携に関する決議」が全員一致で可決されたことは、

大変意義深いものであり、飯塚市民を代表する市議会として、深く敬意と感謝を表し、両市の姉

妹都市提携を大いに歓迎するものである。 

この姉妹都市提携により、さまざまな分野での一層の交流を通じて、両市の末永い繁栄と友好

関係の発展を強く願うものである。 

以上、決議する。平成２８年９月１３日、飯塚市議会。 

以上で、提案理由の説明を終わります。 

○議長（鯉川信二） 

提案理由の説明が終わりました。 

お諮りいたします。本案は、会議規則第３６条第３項の規定により、委員会付託を省略いたし

たいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は、委員会付託を省略することに決定いたしました。 

質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑を終結いたします。 

討論を許します。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

討論を終結いたします。 

採決いたします。「議員提出議案第１２号 サニーベール市との姉妹都市提携に関する決議」

について、原案どおり可決することに、ご異議ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案可決されました。 

お諮りいたします。明９月１４日は、休会といたしたいと思います。これに、ご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。よって、明９月１４日は休会と決定いたしました。 

以上をもちまして、本日の議事日程を全て終了いたしましたので、本日はこれにて散会いたし

ます。お疲れさまでした。 

 

午前１１時０２分 散会 
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